
 

日本アクセス 

２０２０年４月１日付 

Ⅰ．２０２０年度役員・審議役および役員待遇者の体制 

１）退任役員（退任は２０２０年３月３１日付） 

 

 

 

２）役員の委嘱業務変更および昇格執行役員（◆は昇格執行役員） 

 

 



 

 

 

 

 

３）新任役員および委嘱業務 

 

 

 

４）審議役の委嘱業務変更 

 

 

 

５）新任審議役および委嘱業務 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．２０２０年度特定管掌役員および統括の職務範囲 

 

２０２０年度組織体制の変更を踏まえた特定管掌役員および統括の職務範囲は以下のとおり。 

 

１．特定管掌役員（※は変更なし） 

 

 

 

 

 

 



 

２.統括の職務範囲（※は変更なし） 

＜東日本営業部門＞ 

 

 

 

＜西日本営業部門＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜広域営業部門＞ 

 

 

＜外食流通営業部門＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

取締役・監査役・執行役員および審議役業務分担表（2020 年4月1 日付） 

 



 

 


